
 
 

 

五

月

三

日

は

、

第

五

六

回

憲

法

記

念

日

、

お

め

で

と

う

！

 

 
 

 
 

 
 

 

憲

法

の

条

文

を

読

め

な

い

人

が

増

え

た

？

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

―

―

憲

法

記

念

日

に

、

読

め

る

か

ど

う

か

、

た

め

し

て

下

さ

い

―

―
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┐
 

 

│

憲

法

 

第

一

五

章

 

最

高

法

規

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
│

 

│

第

九

八

条

 
こ

の

憲

法

は

、

国

の

最

高

法

規

で

あ

っ

て

、

そ

の

条

規

に

反

す

る

法

律

・

│
 

│
 

 
 

 
 

命

令

・

詔

勅

及

び

国

務

に

関

す

る

そ

の

他

の

行

為

の

全

部

、

又

は

一

部

 
│

 

│
 

 
 

 
 

は

、

そ

の

効

力

を

有

し

な

い

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
│

 

└
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─
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─
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─
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─
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◎

皆

さ

ん

、
こ

の

条

文

が

読

め

ま

し

た

か

？

 

最

高

法

規

で

あ

る

憲

法

に

違

反

す

る

も

の

は

、 

法

律

を

は

じ

め

、

す

べ

て

が

無

効

（

効

力

が

な

い

）

な

の

で

す

。

 

 

◎

と

こ

ろ

が

、

わ

が

日

本

で

は

今

、

日

本

語

の

読

め

な

い

人

た

ち

が

、

首

相

や

大

臣

、

公

務

員

に

な

っ

て

国

家

の

政

治

や

行

政

を

行

っ

て

い

ま

す

。

 

 
 

最

も

良

く

わ

か

る

例

を

二

つ

あ

げ

ま

し

ょ

う

。

 

 

①

憲

法

第

九

条

の

「

戦

争

を

放

棄

す

る

」

を

「

放

棄

し

な

い

」

と

読

ん

で

平

気

な

顔

を

し

て

い

ま

す

。

読

み

違

い

か

、

読

む

能

力

が

な

い

の

か

、

ど

ち

ら

か

で

す

ね

。

そ

の

た

め

に

憲

法

第

九

条

に

違

反

す

る

「

有

事

法

制

（

有

事

と

は

戦

争

の

こ

と

)
｣

を

作

り

、

戦

争

の

準

備

を

始

め

よ

う

と

し

て

い

ま

す

。

 

  

②

ま

た

第

九

条

に

は

「

陸

・

海

・

空

軍

そ

の

他

の

戦

力

は

こ

れ

を

保

持

し

な

い

」

と

書

い

て

あ

り

ま

す

が

、
こ

れ

を
「

保

持

す

る

」
と

読

ん

で

、
自

衛

隊

の
「

陸

・

海

・

空

軍

」
を

、

 
 

ど

し

ど

し

増

強

し

て

い

ま

す

ね

。

機

関

銃

、

大

砲

、

ミ

サ

イ

ル

、

戦

車

、

駆

逐

艦

、

イ

ー

 
 

ジ

ス

艦

、

掃

海

艇

、

戦

闘

機

、

エ

ー

ワ

ッ

ク

ス

そ

の

他

、

信

じ

ら

れ

な

い

ク

ラ

イ

ス

タ

ー

 
 

爆

弾

ま

で

保

持

し

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

、

日

本

語

の

読

め

な

い

首

相

・

大

臣

・

国

会

議

員

 
 

が

、

憲

法

に

違

反

す

る

自

衛

隊

法

（

効

力

を

有

し

な

い

法

律

）

を

定

め

、
「

陸

・

海

・

空

 
 

軍

」

を

作

り

、

こ

れ

に

年

間

約

五

兆

円

も

浪

費

し

て

い

る

か

ら

で

す

。

介

護

保

険

や

医

療

 
 

費

、

そ

れ

に

発

泡

酒

税

ま

で

値

上

げ

し

て

…

。

 
 

  

＊

ま

た

国

民

の

中

に

も

、
憲

法

の

読

め

な

い

人

が

い

つ

の

間

に

か

増

え

て

き

た

よ

う

で

す

。 
 

小

・

中

学

生

だ

っ

た

ら

、
「

保

持

し

な

い

」

を

「

保

持

す

る

」

と

は

絶

対

に

読

み

ま

せ

ん

。

 
 

正

直

な

子

ど

も

た

ち

が

可

愛

そ

う

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。

政

府

を

は

じ

め

、

公

務

員

が

公

 
 

然

と

「

ウ

ソ

」

を

言

い

な

が

ら

、

子

ど

も

た

ち

に

は

「

正

直

に

生

き

な

さ

い

！

」

と

お

説

 
 

教

し

て

い

る

の

が

、

今

日

の

日

本

国

の

悲

劇

的

現

状

で

す

。

 

 

◎

こ

の

よ

う

に

、

憲

法

の

条

文

（

日

本

語

）

を

正

し

く

読

め

な

い

政

治

家

や

官

僚

が

「

平

和

国

家

日

本

」

と

正

反

対

の

「

軍

事

国

家

日

本

」

を

、

せ

っ

せ

と

作

っ

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

破

滅

の

道

で

す

。

 

 

◎

第

九

条

は

、
世

界

平

和

を

作

り

出

す

唯

一

の

道

、
即

ち

全

世

界

の

国

々

が

戦

争

を

放

棄

し

、

 

陸
・
海
・
空

軍

を

持

た

な

い

国

と

な

る

方

向

を

指

し

示

し

て

い

ま

す

。
軍

備

が

あ

る

限

り

、

 

世

界

平

和

は

来

ま

せ

ん

。

そ

の

意

味

で

第

九

条

は

、

世

界

の

行

方

を

照

ら

す

明

星

で

す

。 

 

◎

さ

て

、

あ

な

た

は

次

の

憲

法

第

九

条

を

正

し

く

読

め

る

か

、

読

め

な

い

か

、

自

分

で

採

点

し

て

み

て

下

さ

い

。

そ

し

て

、

実

行

し

て

く

だ

さ

い

！
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┐
 

 

│
憲

法
 

第

二

章

 

戦

争

放

棄

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
│

 

│

第

九

条
 

日

本

国

民

は

、

正

義

と

秩

序

を

基

調

と

す

る

国

際

平

和

を

誠

実

に

希

求

し

国

│
 

│
 

 
 

 

権

の

発

動

た

る

戦

争

と

、

武

力

に

よ

る

威

嚇

、

又

は

武

力

行

使

は

国

際

紛

争

│
 

│
 

 
 

 
を

解

決

す

る

手

段

と

し

て

は

、

永

久

に

こ

れ

を

放

棄

す

る

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
│

 

│
 

 
 

 

前

項

の

目

的

を

達

す

る

た

め

、

陸

・

海

・

空

軍

そ

の

他

の

戦

力

は

、

こ

れ

を

│
 

│
 

 
 

 

保

持

し

な

い

。

国

の

交

戦

権

は

、

こ

れ

を

認

め

な

い

。
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│

 

二

〇

〇

三

年

五

月

一

一

日

（

日

）

第

四

三

五

回

・

憲

法

を

守

る

平

和

行

進

 
 

 
│

 

 
 

 
│

 
 

 
 

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

 

事

務

局

 

浜

松

市

紺

屋

町

三

〇

一

～

十

五
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二

〇

〇

三

年

五

月

三

日

（

土

）
 

第

五

六

回
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法

記

念

日
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「

日

本

国

憲

法

」

 
 

第

二

章

 

戦

 

争

 

放

 

棄

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
│

 

│

第

九

条

 

日

本

国

民

は

、

正

義

と

秩

序

を

基

調

と

す

る

国

際

平

和

を

誠

実

に

希

求

し

、

│
 

│
 

 
 

 

国

権

の

発

動

た

る

戦

争

と

、

武

力

に

よ

る

威

嚇

、

又

は

武

力

の

行

使

は

国

際

│
 

│
 

 
 

 

紛

争

を

解

決

す

る

手

段

と

し

て

は

、

永

久

に

こ

れ

を

放

棄

す

る

。

 
 

 
 

 
 

 
 
│

 

│
 

 
 

 
 

前

項

の

目

的

を

達

す

る

た

め

、

陸

・

海

・

空

軍

そ

の

他

の

戦

力

は

、

こ

れ

│
 

│
 

 
 

 

を

保

持

し

な

い

。

国

の

交

戦

権

は

、

こ

れ

を

認

め

な

い

。
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「

日

本

国

憲

法

」
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◆

第

二

章

 

戦

 

争

 

放

 

棄
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│

 

│

第

九

条

 

日

本

国

民

は

、

正

義

と

秩

序

を

基

調

と

す

る

国

際

平

和

を

誠

実

に

希

求

し

国

│
 

│
 

 
 

 

権

の

発

動

た

る

戦

争

と

、

武

力

に

よ

る

威

嚇

、

又

は

武

力

行

使

は

国

際

紛

争

│
 

│
 

 
 

 

を

解

決

す

る

手

段

と

し

て

は

、

永

久

に

こ

れ

を

放

棄

す

る

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
│

 

│
 

 
 

 

前

項

の

目

的

を

達

す

る

た

め

、

陸

・

海

・

空

軍

そ

の

他

の

戦

力

は

、

こ

れ

を

│
 

│
 

 
 

 

保

持

し

な

い

。

国

の

交

戦

権

は

、

こ

れ

を

認

め

な

い

。
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